
北陸信越運輸局（令和6年9月20日現在）

指名停止措置の対象となった業者名 指名停止措置期間 指名停止措置理由

久富電設株式会社 令和6年9月20日～令和7年1月19日
「工事請負契約に係る指名停止
等の措置要領」別表第2第4号イ

（贈賄）

日管株式会社 令和6年5月24日～令和6年8月23日
「工事請負契約に係る指名停止
等の措置要領」別表第2第15号
（不正又は不誠実な行為）

北造園株式会社 令和6年3月22日～令和6年6月21日
「工事請負契約に係る指名停止
等の措置要領」別表第2第13号

（建築業法違反）

指名停止措置中の事業者一覧

1


